請　　　　　書
１．修　　繕    名 　　 

　　　　　　　　　　　　 

２．修　繕　場　所　　

３．工　　　　　期　　 令和　年　月　日から令和　年　月　日まで

４．請負金額 　  一金　　　　　　　　　　円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　円）

５．契約保証金　　長南町財務規則第１４７条第３項第６号により免除
上記の業務について、下記の契約事項に基づき、相違なく履行することを誓約し、お請けします。
令和　　年　　月　　日

(発注者)  長南町長　様

（受注者） 住所                                     

　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

契　　　約　　　事　　　項

印紙貼付委託





割印








（１）発注者である長南町（以下、貴町という）の承諾を得ず、本件に関する権利義務を他に譲渡し、又は担保に供しません。


（２）業務等の施行にあたっては、仕様書のほか貴町の担当職員の指示に従い処理します。


（３）業務等の施行が仕様書等に適合しない場合において、貴町から仕様書等に基づく補正の請求があった場合は、これに従います。


この場合において履行期限又は契約金額を変更する必要があるときは、協議して定めます。


（４）業務等が完成したときは、直ちに関係書類を添え届け出て、検査を依頼します。検査に合格したときは、遅滞なく成果物の引き渡し等を行い、契約代金を請求します。


（５）検査の結果、手直し等が必要なときは、貴町の指定する期日までに手直し等を行い、再度検査を依頼します。


（６）検査の時期は、届け出の日から１０日以内、請負代金支払の時期は、貴町が適法な請求書を受理した日から３０日以内とします。


（７）引渡し以前に生じた一切の損失はすべて当方が負担します。ただし、損失の原因が貴町の責に帰するときは、除きます。


（８）天災不可抗力その他正当な事由によらず、履行期間内に完成しなかった場合は履行期限末日の翌日（上記（５）による手直しがある場合には、その指定期日）から完成の日まで１日につき契約金額に対し年５パーセントに相当する額を違約金として請負代金と相殺、又は現金で納入します。


（９）次の各号のいずれかに該当したときは契約を解除されても異議はありません。


（一）当方の責に帰する理由により履行期間内に完成することができないとき、又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。


　（二）この請書の各項に定めた義務の履行を怠り、又は違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。


　（三）当方が、長南町契約に係る暴力団対策措置要綱の規定を遵守しなかったとき。


（１０）契約代金が上記（６）に定められた期限内に支払われなかったときは、その翌日から支払のあった日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率の遅延利息を申し受けます。


（１１）前事項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を違約金として支払います。


（１２）貴町の都合で契約を解除されたときに損害がある場合は協議のうえ相当の補償を申し受けます。


（１３）本件について疑義を生じたときは、協議のうえ定めます。











